
 令和３年３月２９日  

 

福知山市議会議長 芦田 眞弘 様  

 

産業建設委員会委員長 吉見 純男  

 

委  員  会  審  査  報  告  書  

 

 本委員会に付託された議案について、審査の結果、次のとおり決定したの

で、会議規則第８０条の規定により報告します。  

 

記  

 

１ 委員会付託議案  

・議第１４７号 福知山市ファームガーデンやくの条例の一部を改正する

条例の制定について  

・議第１４８号 福知山市地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について  

・議第１４９号 福知山市立体育館条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて  

・議第１５０号 福知山市民運動場条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

・議第１５１号 福知山市夜久野町体育施設条例の一部を改正する条例の

制定について  

・議第１５４号 第４次福知山市男女共同参画計画の策定について  

・議第１６４号 福知山市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事

業基金条例の制定について  

・議第１６５号 福知山市夜久野町ゲートボール場条例の一部を改正する

条例の制定について  

・議第１６６号 福知山市由良川猪崎河川敷運動広場条例を廃止する条例

の制定について  

・議第１６８号 訴えの提起（裁判上の和解を含む。）について  

・議第１６９号 訴えの提起（裁判上の和解を含む。）について  

・議第１７０号 損害賠償の額について  

・議第１７１号 市道の認定及び路線変更について  



２ 審査の概要  

３月１０日に委員会を開催し、地域振興部、産業政策部、建設交通部か

ら議案について詳細な説明を受け、議案審査を行いましたので、概要につ

いて報告します。  

初めに、議第１４７号について「施設の直接管理における、会場等の使

用希望があった場合の対応」を問う質疑があり、「現在、高原祭りや農林

商工祭など大きなイベントについて夜久野高原一帯で取り組んで来てい

るので、そういった時には施設をしっかりと開放させていただきたい。毎

日の施設利用については、現在のところ考えていないが、夜久野荘の会議

室を利用したい等の要望が出た場合は、それぞれで検討していきたい」と

の答弁がありました。また、「今後の施設運営のあり方」を問う質疑があ

り、「2 回目のサウンディング調査を準備しているところである。施設の改

修など課題も多いが解決し、次の運営管理者を決定する中で、提案をして

いきたい」との答弁がありました。  

次に、議第１５０号について「テニスコート廃止後の跡地利用の計画」

を問う質疑があり、「市民運動場のテニスコートは１０面あり、野球場、

体育館を含む１筆登記となっている。広大な面積であり、底地の調査を行

ったうえで分筆可能な状態にして、売却も含めて今後の有効活用を図るこ

とで進めたい」との答弁がありました。  

次に、議第１５４号について「審議会等の女性比率の向上、市幹部職員

の登用の目標数値」を問う質疑があり、「新しいプランの計画最終年の目

標数値は審議会等の女性比率では３５％としているが、現状は２９．６％

である。市幹部職員の女性登用については、市役所職員の係長級以上の女

性職員比率の目標は３５％としているが、現状は３０．６％である」との

答弁がありました。  

次に、議第１６６号について「条例廃止後の管理と活用計画」を問う質

疑があり「現在、国土交通省から、令和３年度末まで占用許可を受けてい

るものであり、借り受けは継続して行う。条例を廃止し福知山市で一定の

管理を行い、イベント時などには駐車場等として活用する」との答弁があ

りました。  

次に議第１６８、１６９号について「滞納家賃の徴収内容」を問う質疑

があり「市営住宅家賃滞納事務要綱に基づいて再三の催告書等の発送、来

庁面接、訪問をして滞納家賃支払いの請求を行ったが応じなかった」との

答弁がありました。続いて、「裁判費用」を問う質疑があり「通常で顧問

弁護士に依頼すると着手金１１万円、成功報酬として１１万円の計２２万



円が必要となるが、今回の事案は職員が訴訟代理人になっているので１件

当たり８万円程度で済む。今回から訴訟代理人を職員が直接行う事として

いる」との答弁がありました。また、「裁判上の和解事項」を問う質疑が

あり、「滞納額を一定納入していただき、残りを１年程度で返済していた

だく約束ができれば和解としている」との答弁がありました。  

次に議第１７０号について「市道の補修工事金額」を問う質疑があり、

「歩車道境界ブロックの補修工事で約１５万円である」との答弁がありま

した。  

なお、議第１４８号、議第１４９号、議第１５１号、議第１６４号、議

第１６５号、議第１７１号についての質疑はありませんでした。  

その他、報第９号についても詳細な説明を受け質疑を行いました。  

討論はありませんでした。  

 

３ 審査結果  

・議第１４７号 全員賛成で原案可決  

・議第１４８号 全員賛成で原案可決  

・議第１４９号 全員賛成で原案可決  

・議第１５０号 全員賛成で原案可決  

・議第１５１号 全員賛成で原案可決  

・議第１５４号 全員賛成で原案可決  

・議第１６４号 全員賛成で原案可決  

・議第１６５号 全員賛成で原案可決  

・議第１６６号 全員賛成で原案可決  

・議第１６８号 全員賛成で原案可決  

・議第１６９号 全員賛成で原案可決  

・議第１７０号 全員賛成で原案可決  

・議第１７１号 全員賛成で原案可決  

 


